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政府におけるインフラシステム海外展開の取り組み

経協インフラ戦略会議
海外経済協⼒会議（注）の取組や⽇本経済再⽣本部における総理ご指⽰を踏まえ、平成25年３⽉に設置。
国⼟交通⼤⾂もメンバーとして参画。同年５⽉には「インフラシステム輸出戦略」をとりまとめ。

・ 世界各地の現場で働く邦⼈の安全を最優先で確保しつつ、我が国企業の最先端インフラシステム⽬的⽬的

（注） 我が国の海外経済協力に関する重要事項を機動的かつ実質的に審議し、戦略的な海外経済協力の効率的な実施を図るため、平成18年4月の
閣議決定により設置（議長 内閣総理大臣 主たる構成議員 内閣官房長官 外務大臣 財務大臣 経済産業大臣） 23年10月廃止

世界各地の現場で働く邦⼈の安全を最優先で確保しつつ、我が国企業の最先端インフラシステム
の海外展開や、エネルギー・鉱物資源の権益確保を後押しする。

・ 我が国海外経済協⼒に関する重要事項を審議し、戦略的・効率的な実施を図る。

⽬的⽬的

閣議決定により設置（議長：内閣総理大臣、主たる構成議員：内閣官房長官、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣）。23年10月廃止。

第２章 具体的施策

●インフラシステム輸出戦略（平成２５年５月１７日経協インフラ戦略会議決定）（抜粋）

第２章 具体的施策
１．企業のグローバル競争力強化に向けた官民連携の促進
２．インフラ海外展開の担い手となる企業・自治体や人材の発掘・育成支援
３．先進的な技術・知見等を活かした国際標準獲得

４．新たなフロンティアとなるインフラ分野への進出支援 等

第Ⅱ．３つのアクションプラン
三．国際展開戦略

●日本再興戦略 -JAPAN is BACK- （平成２５年６月１４日閣議決定）（抜粋）

三．国際展開戦略
我が国企業が持つ技術力を始めとした強みを活かし、積極的に世界市場に展開を図っていくとともに、対内直接投資の

拡大等を通じて、世界のヒト、モノ、カネを日本国内に惹ひきつけることにより、世界の経済成長を取り込んでいく。

２．海外市場獲得のための戦略的取組
在留邦人や日系企業等の安全対策を強化しつつ、日本の強みのある技術・ノウハウ」を最大限に活かして、2020 年に在留邦人や日系企業等の安全対策を強化しつつ、日本の強みのある技術 ノウハウ」を最大限に活かして、2020 年に

「インフラシステム輸出戦略」で掲げた約30 兆円（現状約10 兆円）のインフラシステムの受注目標を達成する。

①インフラ輸出・資源確保
「インフラシステム輸出戦略」を迅速かつ着実に実施する。
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インフラシステム輸出の推進

⽇本再興戦略に位置づけられたインフラシステム輸出を強⼒に推進する 具体的には 川上（構想段⽇本再興戦略に位置づけられたインフラシステム輸出を強⼒に推進する。具体的には、川上（構想段
階）からの参画、トップセールスの展開、川下（管理・運営）への参⼊まで官⺠⼀体となって推進する。
我が国規格の国際標準化などソフトインフラも積極的に展開する。

我が国の技術・システムの国際標準
化や相手国でのスタンダード獲得等

官民一体となったトップセールスの展開や
案件形成等の推進、情報発信の強化

ソフトインフラの展開「川上」からの参画・情報発信

我が国企業のインフラ輸出・海外進出
を多角的に支援

インフラ輸出に取り組む企業支援

化や相手国でのスタンダ ド獲得等
ソフトインフラの海外展開

国際機関・標準化団体へ参画、我が
国提案への賛同国増加に向けた働き
かけ強化

案件形成等の推進、情報発信の強化

トップセールス等相手国政府とのハイレベ
ル協議、セミナーの開催、相手国要人・政
府行政官の招聘等を実施

を多角的に支援

川下(管理・運営）に進出する企業の
事業リスク軽減のための支援

かけ強化

セミナー・研修開催、専門家派遣等を
通じた日本規格のディファクトスタン
ダ

構想段階から、官民連携による案件形成、
コンソーシアム形成の支援、海外ＰＰＰ協
議会の開催等を実施

日本のインフラの優れた点を様々な国際

民間企業からのトラブル相談窓口とし
て「海外建設ホットライン」の設置や、
事業監理セミナー等を実施

ダード化の普及・促進日本のインフラの優れた点を様々な国際

会議の機会等を活用して情報発信 二国間対話等を通じたビジネストラブ
ルの解決支援

平成23年11月
IEC（国際電気標準会議）/TC9
（鉄道用電気設備・システムに
関する技術委員会） 総会

平成25年2月
高速鉄道セミナー（インド）

平成26年1月
海外水インフラPPP協議会

平成24年7月
ISO（国際標準化機構）水の

ワークショップin神戸平成24年2月 日・カンボジア
安全・品質管理セミナー

平成23年10月
合同現場見学会(ベトナム)
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国土交通大臣によるトップセールス

本邦企業による各種プロジェクトの受注を⽬指して 相⼿国政府とのハイレベル協議等による働きか

タイミャンマー

本邦企業による各種プロジェクトの受注を⽬指して、相⼿国政府とのハイレベル協議等による働きか
けなどのトップセールスを積極的に実施。

タイ
H25.9.11-12

ミャンマ
H25.8.11-12

テイン・セイン大統領
との会談

ﾌﾟﾛｰﾄﾌﾟﾗｿｯﾌﾟ
副首相との
防災に関する
覚書締結との会談 覚書締結

ベトナム
H25.9.12-13

平成25年8⽉ミャンマーを訪問し、⼤統領を始め関係閣僚と会談。
国⼟交通分野における協⼒推進の他、ミャンマーにおけるプロ
ジェクトへの本邦企業の参画に向けたトップセールスを実施。

インドネシア
H25.12.27-28

ハイ副首相
との会談

ブディオノ副大統領ブディオノ副大統領
との会談
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平成25年12⽉インドネシアを訪問し、副⼤統領・関係閣僚と会談。
インフラ整備の推進と防災協働対話の実施について議論。

平成25年9⽉タイとベトナムを訪問し、両国の副⾸相・関係閣僚と
会談。タイでは⾼速鉄道等、ベトナムでは⾼速道路・港湾・空港等
のトップセールスを実施。また両国との間で防災分野に関する覚書
を締結し、協⼒関係の推進に合意。



海外の要人招聘

国交省幹部との協議・意⾒交換を通じたトップセールスの実施や、会議への参加、現地視察による
我が国インフラ技術の理解促進を図るため、相⼿国政府要⼈・⾼官を招聘。

現地視察（瀬戸大橋）道路分野の覚書締結海外道路ＰＰＰ協議会への参加

ミャンマー国チョウ・ルイン建設大臣の招聘

道路分野 覚書締結海外道路 協議会 参加

タイ国プロードプラソップ・スラサワディ副首相（兼）水・洪水管理委員会委員長の招聘

平成25年2⽉24⽇から3⽉2⽇にかけて、ミャンマー国建設⼤⾂を招聘し、道路ＰＰＰ協議会への参加・意⾒交換、太⽥国⼟交通⼤⾂と
道路分野に係る協⼒覚書の締結、関連施設の現地視察などを実施。

タイ国プ ドプラソップ スラサワディ副首相（兼）水 洪水管理委員会委員長の招聘

現地視察海外道路ＰＰＰ協議会への参加 太田国土交通大臣への表敬

国土交通省防災センター

首都圏外郭放水路

国土交通省防災センター
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平成25年3⽉20⽇から3⽉25⽇にかけて、タイ国副⾸相（兼）⽔・洪⽔管理委員会委員⻑を招聘し、防災協働対話準備会合の開催や
⽔資源・洪⽔管理の現場視察などを実施。

ＰＰＰに関する協議会の開催

海外における官⺠協働型インフラ整備プロジェクトの形成を推進するため、海外ＰＰＰについて議論
する協議会を設置し、官⺠による情報共有・意⾒交換を実施。

概要概要
海外⽔インフラＰＰＰ協議会 海外道路ＰＰＰ協議会

概要
・座⻑：住友商事（株）岡相談役
・⾦融、商社、ゼネコン、⾼速道路会社等の⺠間企業（６２社）
及びJICA、JETRO、関係機関等、官⺠が広く参加

これまでの開催

概要
・座⻑：三菱商事（株）⼩島会⻑
・商社、⾦融機関、上下⽔道関連企業、建設業者、
プラントメーカー等の⺠間企業（１７１社）及び地⽅公共団体、
JICA、⽇本下⽔道事業団、⽔資源機構等官⺠が広く参加

これまでの開催
・平成２２年５⽉：第１回協議会開催

（ベトナム国交通運輸省副⼤⾂を招聘）
・平成２３年２⽉：第２回協議会開催

（インドネシア国公共事業省有料道路庁⻑官を招聘）
平成２４年２⽉：第３回協議会開催

これまでの開催
・平成２２年７⽉：第１回協議会開催
・平成２３年２⽉：第２回協議会開催

（インドネシア等６ヶ国の政府⾼官を招聘）
平成２４年２⽉：第３回協議会開催 ・平成２４年２⽉：第３回協議会開催

・平成２５年２⽉：第４回協議会開催
（ミャンマー国建設⼤⾂等を招聘）

・平成２６年３⽉：第５回協議会開催予定

第４回協議会の様⼦

・平成２４年２⽉：第３回協議会開催
（南アフリカ等５ヶ国の政府⾼官を招聘）

・平成２５年２⽉：第４回協議会開催
（ミャンマー等４ヶ国の政府⾼官等を招聘）

・平成２６年１⽉：第５回協議会開催
（インドネシア インドの政府⾼官等を招聘） 第４回協議会の様⼦（インドネシア、インドの政府⾼官等を招聘）

第５回協議会の様⼦

⾼速道路等の建設から管理運営までをパッケージとして捉え、国別確 パ

岡座長の挨拶

福島副座長の挨拶

⾼速道路等の建設から管理運営までをパッケ ジとして捉え、国別
ワーキンググループにより案件獲得に向けた議論を展開。相⼿国政
府との政策対話（官⺠セミナー、トップセールス）、案件形成調査
等を進め、コンソーシアムの形成を図り、具体の案件形成や案件受
注を⽬指す。 5

⽔源確保から上下⽔道事業までの⽔管理をパッケージとして捉え、
案件形成や案件受注を後押しするための相⼿国政府への働きかけ
（官⺠セミナー、トップセールス）やコンソーシアムの形成等に
より受注を⽬指す



道路、都市交通、下⽔道、⽔資源等の分野別の官⺠技術ワークショップ等を通じ、相⼿国政府のニーズ

官民技術セミナー等の開催

に応じた技術的ソリューションを提供し、本邦技術の採⽤を後押しするとともに、相⼿国ニーズを官⺠で
共有。

平成２５年９月９日
インドネシア（ジャカルタ）

平成２５年１０月１５日
日本（東京）

平成２６年１月３０日
ミャンマー（ネピドー）

インドネシア公共事業省と社会資本整備ミャンマー建設省との協力関係を一
層強化すべく、全体会議のほか、道路、
建築・住宅、建設業に関する法制度に
ついて各分科会を開催することにより、
両省の社会資本整備に関する課題や

インド都市開発省との都市開発分
野に関する協力覚書に基づき、更な
る都市の経済的、社会的な成長、発
展に貢献することを目的として、毎
年開催 双方の政府及び民間企業に

インドネシア公共事業省と社会資本整備
分野に係る協力覚書を締結し、覚書に基づ
く最初の取組として次官級会合を開催。全
体会議では地下開発・維持管理・防災につ
いて意見交換を実施するとともに、道路、砂

両省の社会資本整備に関する課題や
取組について情報・意見交換を実施。

年開催。双方の政府及び民間企業に
より、都市交通、都市開発、水環境
分野における情報・意見交換を実施。

いて意見交換を実施するとともに、道路、砂
防、水資源、下水道、建築物の分科会を開
催し、両国における取組や課題、技術等に
関する意見交換を実施。

平成２５年１２月５日
ベトナム（ハノイ）

平成２５年１２月１１日
カンボジア（プノンペン）

平成２５年７月２３日
ミャンマー（ネピドー）

ベトナムで現在整備が進められている
南北高速道路等の建設・運営・維持管理
の円滑かつ効率的な実施のため、日本の
制度・経験をベトナム政府関係者に紹介

カンボジア（ ン ン）

道路分野における協力関係を一層強
化するため、我が国の道路政策・技術
をカンボジア政府関係者に紹介すると
ともに カンボジアの道路整備の状況

ミャンマ （ネピド ）

我が国が有する建設技術の中から道
路分野にフォーカスし、ミャンマーにお
いてニーズがあり、役立つと考えられる
技術や道路政策についての紹介など制度 経験をベトナム政府関係者に紹介

するとともに、南北高速道路等の整備状
況・課題等の最新情報を把握。今後の日
本からの支援に係る意見交換を実施。
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ともに、カンボジアの道路整備の状況
や課題を共有。両国政府や民間企業等
によるプレゼンテーションや意見交換
を実施。

技術や道路政策についての紹介など、
両国の政府及び民間企業からプレゼン
テーションや情報・意見交換を実施。

○ 国⼟交通省では、海外建設プロジェクトにおける各種トラブルの相談窓⼝として、H21.5から、「海外建設
海外インフラプロジェクトに関するトラブル相談について

ホットライン」を開設（H26.1現在で計６７件の相談を受理）
○ 案件に応じ、トップクレーム（閣僚等から相⼿政府⾼官への直接の働きかけ）を含む働きかけ・専⾨家派遣等を実施

（参考）工事段階ごとのトラブル例
外外 設設

（参考） 事段階 ラ 例
（実際の相談案件より）海海 外外 建建 設設 ホホ ッッ トト ララ イイ ンン

公告

入札 入札手続が不透明

（H21.5運用開始）
相手国政府・

入札・
契約

着手

・入札手続が不透明
・契約書が入札条件と異なる
・契約が片務的（受注者が一方的
にリスクを負担する構造）

依
依
頼

発注機関への
働きかけ

専門家の
紹介

国土交通省
問題事象の精査

（原因分析等）国内発注機関とし
てノウハウ活用

延６件

着手 ・用地買収が完了していない
・支障物件（水道管・電線等）の移
転が完了していない

・関連する他工事の遅れ
大学・土木学会

国総研・土研等研究機関

依
頼

頼

政
策

外務本省
JICA

延１８件

施工 ・大幅な設計変更
・外部条件（天災・内戦等）による
物価の急騰

・地元住民とのトラブル

高速道路会社等関連機関
本邦研修・留学経験者 等

海
建
協

国
建
協

策
対
話
・
個
別
技
術

問
題
解

技
術
的

大使館
現地JICA

延３６件

竣工・
引渡し

・地元住民とのトラブル

・引渡し手続が煩雑
・変更契約（精算）の未実施

術
協
力
等

解
決
へ
の
働
き
か
け

的
ア
ド
バ
イ
ス

本邦企業
（建設会社・コンサルタント）

トラブル・課題

延３６件

延８件

支払
・支払の遅れ、拒否
・過払いの税金未還付

※契約上の秘密の保持等のため、個別の契約は特定できないような表現としています。

相手国政府・発注機関

け トラブル 課題
延３２件

延２２件

※件数は重複有り
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関係者説明用

（株）海外交通・都市開発事業支援機構 〔新設〕

日本再興戦略の一環として、交通事業・都市開発事業の海外市場への我が国事業者の参入促進を図るた
め、需要リスクに対応した「出資」と「事業参画」を一体的に行う機構を創設する。（法案提出中）

・新興国等の旺盛な交通インフラ整備需要（世界で年60兆円）及び都市開発需要（世界で年11兆円）を内需化。
・2020年に30兆円（現状10兆円）のインフラシステムの本邦企業受注を実現。（日本再興戦略（H25.6.14 閣議決定））
・うち、交通分野は7兆円、都市開発分野は2兆円を目指す。（インフラシステム輸出戦略（H25 5 17 経協インフラ戦略会議決定））

・新興国等の旺盛な交通インフラ整備需要（世界で年60兆円）及び都市開発需要（世界で年11兆円）を内需化。
・2020年に30兆円（現状10兆円）のインフラシステムの本邦企業受注を実現。（日本再興戦略（H25.6.14 閣議決定））
・うち、交通分野は7兆円、都市開発分野は2兆円を目指す。（インフラシステム輸出戦略（H25 5 17 経協インフラ戦略会議決定））

機構の業務・管理事業スキーム機構の設立

うち、交通分野は7兆円、都市開発分野は2兆円を目指す。（インフラシステム輸出戦略（H25.5.17 経協インフラ戦略会議決定））うち、交通分野は7兆円、都市開発分野は2兆円を目指す。（インフラシステム輸出戦略（H25.5.17 経協インフラ戦略会議決定））

《背景》

各国のインフラ事業で、民間の資金とノウ
ハウを期待する民間活用型が増加。

《機構の主な業務》

海外で交通事業・都市開発事業を行う現
地事業体に対し､支援を実施｡

●出資（民間との共同出資）
（株）海外交通・都市開発

政府（産業投資）等

出
資

交通や都市開発のプロジェクトは､次の
特性があるため､民間だけでは参入が困難｡

・長期にわたる整備
・運営段階の需要リスク

●出資（民間との共同出資）
●事業参画
・役員・技術者等の人材派遣
・相手国側との交渉

（株）海外交 都市開発
事業支援機構

企業連合 民間銀行等［平成26年度財投計画］
政府出資 585億円
政府保証 510億円
民間出資 40億円

・現地政府の影響力

《機構の設立》

《機構の管理》

株式会社として会社法を適用する｡加えて、
国土交通大臣による監督を実施｡

・支援基準の策定

一
体
的
に
実
施

出
資

出
資

事
業
参
画

融
資

機構は、国土交通大臣の認可により設立。
（株式総数の１／２以上を政府が保有。）

支援基準の策定
・支援決定の認可
・監督命令 等

現地事業体（対象事業者）

相手国側

出
資
等

相手国側

① 海外市場への参入により世界の成長を取り込む
② 事業運営への参画により関連産業の受注機会も拡大する
③ インフラ整備により日本企業の海外事業環境も改善する

① 海外市場への参入により世界の成長を取り込む
② 事業運営への参画により関連産業の受注機会も拡大する
③ インフラ整備により日本企業の海外事業環境も改善する

我が国経済の持続的な成長に寄与我が国経済の持続的な成長に寄与
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プロジェクト概要プロジェクト概要

発注者 ：ニュージーランド交通局
（The New Zealand Transport Agency）（The New Zealand Transport Agency）

施⼯場所 ：ニュージーランド国オークランド市
施⼯者 ：⼤林組, Fletcher Construction, McConnell Dowell
設計者 ：Parsons Brinckerhoff, Beca, Tonkin & Taylor
⼯ 期 ：2011年11⽉〜2017年3⽉

開業後 10年間の維持管理業務開業後、10年間の維持管理業務
契約形態 ：アライアンス契約（設計施⼯）

契約内容契約内容
シールドトンネル：掘削径14.5m、延⻑2.4㎞ x 2本
⾼架橋 ：総延⻑1.5㎞（4ランプ）
設備 ：換気塔2か所、トンネル坑内設備⼀式
O&M ：道路維持管理、トンネル内交通監視

2



シールドトンネル坑⼝シールドトンネル坑⼝

3

アライアンス契約とはアライアンス契約とは？？

アライアンス契約とは、
発注者と⾮発注者（ゼネコン、設計コンサル等）が
⼀つのチーム（アライアンス）を組成し、チ ム（ ） 組成 、
プロジェクトの⽬標（⼯事コスト、⼯期）を定め、
統合的なチームとして⼯事に取り組む契約である。統合的なチ ムとして⼯事に取り組む契約である。

発注者には発注者には22つのつの顔顔
⼟地収⽤/資⾦調達/プロジェクト承認⼟地収⽤/資⾦調達/プロジェクト承認

アライアンスメンバーとしてプロジェクトを遂⾏



契約形態によるリスク契約形態によるリスク分担分担の⽐較の⽐較

責任/リスク分担の模式図

発注者のリスク
(⼟地収⽤/資⾦）

プロジェクトのリスクプロジェクトのリスク

設計者のリスク
発注者の
リスク

アライアンスのリスク
（発注者・施⼯者・設計者）

施⼯者のリスク
（ ）

設計施⼯⼀括⽅式 アライアンス⽅式

5

アライアンス契約のアライアンス契約の特徴特徴

アライアンス構成会社の代表によるBoardが結成され 重要事アライアンス構成会社の代表によるBoardが結成され、重要事
項の決定やプロジェクトマネージャーへの指⽰/監督を⾏う
Boardの意思決定は「プロジェクトにとって最適」という視点
で⾏われ、全会⼀致が原則
“Win-Win”と “No blame culture”
⽀払いはコストプラスフィー 契約時に合意した⽬標コストに⽀払いはコストプラスフィ 。契約時に合意した⽬標コストに
対する差額（利益/損益）は発注者と⾮発注者で折半
⾮発注者の損益負担の上限はフ と同額まで それ以上の損⾮発注者の損益負担の上限はフィーと同額まで。それ以上の損
益は発注者負担



アライアンス契約に適するアライアンス契約に適する⼯事⼯事

アライアンス契約では発注者と請負者の隔たり無く、もっ
とも効率的にリスクマネジメントできる者が対応し そのとも効率的にリスクマネジメントできる者が対応し、その
結果はアライアンス全体で共有する。

アライアンスアライアンス契約に適する⼯事は契約に適する⼯事は？？
発注者と請負者の明確なリスク分担が困難
インタ フェ スやステ クホルダ の問題が複雑インターフェースやステークホルダーの問題が複雑
契約履⾏中に発注者の意思をある程度反映したい
両者 体となり 近隣に対する誠意ある対応が必要両者⼀体となり、近隣に対する誠意ある対応が必要
コスト超過の恐れから、業者が⼊札参加を躊躇

アライアンス契約の課題アライアンス契約の課題

アライアンス思想 vs  Corporate Culture
Boardの決定を待つことから、判断や決定が遅れる
各会社の秘密事項がアライアンス内他社へ漏洩する
恐れ
アライアンスカルチャーを維持するためのスタッフ
教育に費⽤が掛かる教育に費⽤が掛かる
⼊札⾦(⽬標コスト）に組み込むリスク予備費の算⼊札⾦(⽬標コスト）に組み込むリスク予備費の算
出が困難



ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
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March 14, 2014 

INTRODUCTION OF The Rehabilitation Work 
for 1st and 2nd Bosporus Bridge in Turkey 
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新興国における道路PPP市場の現状と新興国における道路PPP市場の現状と

JEXWAYの今後の事業展開
第５回 海外道路ＰＰＰ協議会第５回 海外道路ＰＰＰ協議会

平成２６年３月１４日

日本高速道路インターナショナル㈱

Japan Expressway International Co., Ltd.

Japan Expressway International Co., Ltd.

p p y ,

1

本日の内容

１．日本高速道路インターナショナル(JEXWAY)のご紹介

２．新興国における道路PPP市場の現状

３．先進国における道路PPP市場の現状
～米国を例に～米国を例に

４．JEXWAYの今後の海外道路PPP事業への参画に向けて

Japan Expressway International Co., Ltd. 2



１．日本高速道路インターナショナル(JEXWAY)のご紹介

会社概要
会社名 ： 日本高速道路インターナショナル株式会社

（Japan Expressway International Company Limited）（Japan Expressway International Company Limited）

略 称 ： JEXWAY（ジェックスウェイ）

設 立 ： 平成23年9月1日

役 員 他 ： 代表取締役社長 黒田 孝次（中日本）
取締役 管理部長 山口 修一（首 都）
取締役 審査・調査部長 永尾 祐治（西日本）

第 武 （ ）

（2013.7.1以降）

取締役 プロジェクト第一部長 中村 武夫（中日本）
取締役 プロジェクト第二部長 斉藤 宏（東日本）
監査役（非常勤） 南部 隆秋（阪 神）

資本金等 ： 資本金 4億9,900万円、 資本準備金 4億9,900万円
出資率 資本金 準備金 合 計

東日本高速 28.7 ％ 1億4,300万円 1億4,300万円 2億8,600万円
中日本高速 28.7 ％ 1億4,300万円 1億4,300万円 2億8,600万円
西日本高速 28.7 ％ 1億4,300万円 1億4,300万円 2億8,600万円
首都高速 12.0 ％ 6,000万円 6000万円 1億2,000万円
阪神高速 2.0 ％ 1,000万円 1,000万円 2,000万円

従業員数 ： 16名

Japan Expressway International Co., Ltd. 3

従業員数 名

１．日本高速道路インターナショナル(JEXWAY)のご紹介

海外道路事業のビジネスモデル（１）

■各高速道路会社は海外事業新会社を通じて道路事業ＳＰＣへ投資する

高速道路会社高速道路会社高速道路会社 高速道路会社

JEXWAY 高速道路会社JEXWAY

銀行/証券/商社駐在員事務所

高速道路会社

道路事業SPC

経営コンサル

保険会社

道路事業SPC

設計コンサル

道路PPP事業SPC（A国）
経営コンサル

道路O＆M事業SPC（B国）

Japan Expressway International Co., Ltd. 4

現地ゼネコン 国内ゼネコン



１．日本高速道路インターナショナル(JEXWAY)のご紹介

海外道路事業のビジネスモデル（２）

プロジェクト関係者相関図プロジェクト関係者相関図

公共セクター/JICA等
（レンダ-orスポンサー） 用地取得相手国政府

料金改定

請融資/返済 事業権付与

地権者

SPC

申請・承認

コンサルタント
（国際入札等）

融資/返済
or

投資/配当

設計契約

事業権付与

SPC
ＪＥＸＷＡＹ
現地企業（事業権保有者）
他スポンサー（総合商社等）

金融機関
（レンダ-）

貿易保険
ゼネコン

（国際入札等）

設計契約

工事契約

融資/返済

運営・維持管理契約
（ex 20年間）

貿易保険
保険会社 保険契約

アドバイザリー契約

（国際入札等）工事契約

出資/

配当

ＪＥＸＷＡＹＪＥＸＷＡＹ

維持管理会社

（ex.20年間）

顧客

通行料金 監理・アドバイザリー

配

※「監理・アドバイザリー」

は案件によっては実施し

Japan Expressway International Co., Ltd. 5

維持管理会社
or  SPC自ら実施

顧
（利用者）

は案件によっては実施し

ないケースもある。

１．日本高速道路インターナショナル(JEXWAY)のご紹介

■海外の有料道路事業に繋がるPPP準備調査を受注又は参画し、海外有料道路の事業化検討を実施
れま JICA発注業務を3件（ ネ ） 経済産業省 発注業務を5件（

道路投資案件の検討状況

■これまでJICA発注業務を3件（ベトナム・インドネシア）、経済産業省の発注業務を5件（インド
ネシア・モンゴル・インド）、国土交通省の発注業務を1件（カンボジア）実施

対象国 案件名対象国 案件名

ベトナム
ファッヴァン―カウゼー高速道路事業

ビエンホア―ブンタウ高速道路事業

インドネシア

チラマヤ新港アクセス道路整備事業

第二ジャカルタ～チカンペック高速道路整備事業

ジ カ タ次世代道路交通情報シ ム事業ジャカルタ次世代道路交通情報システム事業

ジャカルタETC導入可能性調査

カンボジア 国道４号拡幅事業カンボジア 国道４号拡幅事業

モンゴル 新ウランバートル国際空港アクセス道路整備事業

インド バンガロール～チェンナイ高速道路建設事業

Japan Expressway International Co., Ltd. 6



２．新興国における道路PPP市場の現状

拡大する新興国のPPP事業への民間投資（交通セクター）（１）

■低迷していた新興国の交通ｾｸﾀｰPPP事業への民間投資は、2005年以降急増。2008年の金融危機によ
り 時的に減少したものの 2009年以降 堅調な伸び 2012年は500億ﾄ゙ﾙに迫る規模となったり一時的に減少したものの、2009年以降、堅調な伸び。2012年は500億ﾄﾙに迫る規模となった

■ 直近では、PPP民間投資の47%がアジア向け (2012年)

(単位：億USD) 交通セクターPPP地域別民間投資額推移 交通ｾｸﾀｰPPP地域別民間投資割合(2012）(単位 億 )

35 21

500 

600 

East Asia and Pacific

South Asia
East Asia 
d P ifi

Europe and 
Central 
Asia

交通ｾｸﾀｰへのPPP民間投資の
47%はアジア(2012)

189

35.21

300

400 

Middle East and North 
Africa
Sub‐Saharan Africa

Latin America and the 
bb

and Pacific
7.3%

3.4%

South 
Asia

ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ
(2008 09)

241

200 

300 
Caribbean
Europe and Central Asia

Latin 
America 
and the 

Asia
39.2%

(2008.09)

ｱｼﾞｱ通貨危
機(1999）以

241

0 

100 
Caribbean
50.0%

降低迷
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

出典：世界銀行PPIデータベース 新興国とは、世界銀行の分類による世
界の低所得国及び中所得国

２．新興国における道路PPP市場の現状

■新興国の交通ｾｸﾀｰPPP事業への民間投資の累計額をｾｸﾀｰ別で見ると、道路事業(51%)が最多、次い
で鉄道(19%) 港湾(17%) 空港(13%)と続く

拡大する新興国のPPP事業への民間投資（交通セクター）（２）

600

Seaport

で鉄道(19%)、港湾(17%)、空港(13%)と続く

(単位：億USD)
交通ｾｸﾀ‐・ｾｸﾀ‐別PPP事業民間投資額推移 交通セクターPPP事業累積民間投資シェア

500

Seaport

Rail

Aiport

Roads

Airports
13%

Seaports
17%

300

400

Railroads
19%

ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ
(2008.09)

200 Roads
51%ｱｼﾞｱ通貨危

機(1999）以
降低迷

0

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

降低迷

Japan Expressway International Co., Ltd.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8出典：世界銀行PPIデータベース 新興国とは、世界銀行の分類による世界の低所得国及び中所得国



２．新興国における道路PPP市場の現状

アジア新興国の交通PPP政策の現状

■以下の観点からアジア新興国各国の交通PPP政策の現状を俯瞰してみると・・

１．政府のPPP推進姿勢

■対象国
２．ＰＰＰ関連法の整備状況

３ ＰＰＰ推進機関 手続の制度化

■対象国
インドネシア
インド

３．ＰＰＰ推進機関・手続の制度化

４ 政府財政支援スキーム

ベトナム
フィリピン
カンボジア４．政府財政支援スキ ム

５．土地収用に関する規定

カンボジア

６．外国企業PPP事業参入実績

Japan Expressway International Co., Ltd. 9

２．新興国における道路PPP市場の現状

インドネシアの交通PPP政策
1.政府のPPP

推進姿勢
2.PPP関連法

3.PPP推進機関
手続の制度化

4.政府財政支援
スキーム

5.土地収用
規定

6.外国企業
PPP事業参入実績

【整備途上】 【整備途上】 【整備途上】 【整備途上】

■制度改正や政
府支援策拡充に
よりPPPを積極的
に推進

【整備途上】

■大統領令(2005)
にてPPPｲﾝﾌﾗ事業

の定義、発注者、
民間事業者の役割

【整備途上】

■国家開発計画庁
PPP推進局が案件の
優先づけ
■PPP支援機関設置

【整備途上】

■財務大臣令
(2012)にてVGF制度
化

【整備途上】

■大統領令(2010)

にて政府の事業
用地確保・土地
収用への政府支

■Cikampek ‐Palimanan
Toll Road(ﾏﾚｰｼｱ・PLUS
社）等

現状
に推進
■2014年までの5
カ年計画で14.3

億ﾄﾞﾙのｲﾝﾌﾗﾆｰ
ｽﾞを見込む

民間事業者の役割
分担等について規
定

■ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｶﾞ
ｲﾄﾞﾗｲﾝ

■PPP支援機関設置
(PPPユニット、ﾘｽｸ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾕﾆｯﾄ等)

収用への政府支
援規定

評価 ○

△
ADB PPP投資環境
(Legal regulatory

△
ADB PPP投資環境

(Institutional framework)

△ △ △
ADB PPP投資環境

(Investment Climate)評価 ○ (Legal regulatory 
framework)

ﾗﾝｷﾝｸﾞ8/16位

(Institutional framework)
ﾗﾝｷﾝｸﾞ8/16位

(Investment Climate)
ﾗﾝｷﾝｸﾞ8/16位

■地方レベルでの
PPP法制度未整備

■関係機関のPPP事

業実施の処理能力
が未知数

■予算確保ができ
ていないなど、実
績は限定的

■土地収用経験
なく、用地取得
実施者である政

問題点
が未知数 績は限定的 実施者である政

府の推進能力は
未知数

Japan Expressway International Co., Ltd. 10
出典：国土交通省 我が国建設企業の海外PPP事業の参画のための戦略検討報告書（平成25年3月）等よりJEXWAY作成



２．新興国における道路PPP市場の現状

インドの交通PPP政策
1.政府のPPP

推進姿勢
2.PPP関連法

3.PPP推進機関
手続の制度化

4.政府財政支援
スキーム

5.土地収用
規定

6.外国企業
PPP事業参入実績

【整備途上だが比較的

■概ねPPPによる

インフラ整備推
進に積極的

【整備途上だが比較的
進んでいる】

■中央政府ﾚﾍﾞﾙで包括
的PPP法未整備で国家
PPP政策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝのみ

【整備途上】
■中央政府のPPP

関連機関として
Planning 

【整備途上】

■財務省による支援
策メニューあり
(VGF、政府系金融機

【整備途上】

■用地取得、収用は
原則公共負担

■空港、港湾、高速道
路等で参入実績あり

■道路案件ではｽﾍﾟｲﾝ、
ﾏﾚｰｼｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ企業等

現状
■国道の他、州
道等でも積極活
用

■ｸﾞﾞｼﾞｬﾗｰﾄ、ｶﾙﾅｰﾀｶ
州等ではPPPｲﾝﾌﾗ整備

のための包括的法的枠
組有

Commission ,Co 
I ,PPPACが担当

関IIFCL,ｲﾝﾌﾗ案件形
成ﾌｧﾝﾄﾞ等）

■事業費の最大40%
をVGFで補填できる

■道路事業ではISOLUX
社(ｽﾍﾟｲﾝ）がﾆｭｰﾃﾞﾘｰ
とﾊﾟｷｽﾀﾝ国境(Panipat‐
Jalandhar間)を結ぶ高速
道路の拡幅事業(DBFO)組有 をVGFで補填できる 道路の拡幅事業(DBFO)

に参入。初の高速道路
DBFO事例

評価

○ ○
ADB PPP投資環境
(Legal regulatory

○
ADB PPP投資環境

(Institutional

△ × △
ADB PPP投資環境

(Investment Climate)評価 (Legal regulatory 
framework)

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 5/16位

(Institutional 
framework)

ﾗﾝｷﾝｸﾞ4/16位

(Investment Climate)
ﾗﾝｷﾝｸﾞ6/16位

■近年、投資家
が複数事業に参
画し 事業者の

■調達については厳格
な2段階調達。最終評

価基準が価格要素のみ

■PPP窓口不統一
（中央、州政府）

■州政府の案件承

■土地の権利関係が
複雑で、土地収用は
困難 PPP事業遅延

■外国企業は国内企業
との連携により手続円
滑化要

問題点

画し、事業者の
財務状況が悪化、
債務返済が困難
になるケースが
続出。事業資金
確保が課題に

価基準が価格要素のみ
のため、入札企業間の
価格競争激化

■低入札により事業が
中断するケースも

■州政府の案件承
認手続が不透明で
PPP案件組成能力
は未知数

■提出案件が審査
されないケ スも

困難。PPP事業遅延
の主要因

滑化要

Japan Expressway International Co., Ltd. 11

確保が課題に されないケースも

注：ViablilityGap Fund (VGF) , IIFCL(Iindian Infrastructure Company Limited) ,IIPDF(India Infrasturcture Project Development fund)

出典：国土交通省 我が国建設企業の海外PPP事業の参画のための戦略検討報告書（平成25年3月）等よりJEXWAY作成

２．新興国における道路PPP市場の現状

1.政府のPPP
推進姿勢

2.PPP関連法
3.PPP推進機関
手続の制度化

4.政府財政支援
スキーム

5.土地収用
規定

6.外国企業
PPP事業参入実績

現状 【整備途上】 【整備途上】 【整備途上】 【整備途上】

ベトナムの交通PPP政策

現状
■公平性、競争性
の導入と政府財政
支援スキームの充
実によりPPPの推進

【整備途上】
■投資法
■BOT法(政令)
■PPPﾊﾟｲﾛｯﾄ投資
首相令

【整備途上】
■MPI(Ministry of 
Planning and 
Investment)が推進

【整備途上】
■BOT法ではﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ総投資額の49%迄
■PPP首相令ではﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄ総投資額の上

【整備途上】
■PPP首相令では地方

人民委員会の責任を
規定

■PPP事業としてMOT

により提案されている
高速道路事業
Ninh Binh‐ Thanh Hoa

を図る意向であり、
概ね積極的

9分野のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

推進。今後、政
令と首相令を統
合し、新PPP法が
立案される予定

■PPP推進委員会が
計画、政策等を検討

限30%迄

■企業所得税・土地
使用料等の減免

(PPP適用首相承認済）

Than Hoa‐Ha Tinh高速
道路等

立案される予定

評価

○ ×
ADB PPP投資環境
(Legal regulatory 

framework)
ﾗﾝｷﾝｸﾞ 15/16位

×
ADB PPP投資環境

(Institutional framework)
ﾗﾝｷﾝｸﾞ16/16位

× △ ×
ADB PPP投資環境

(Investment Climate)
ﾗﾝｷﾝｸﾞ12/16位

ﾗﾝｷﾝｸ 15/16位

■PPP法とBOT法

が並立しており、
両者の適用・運
用が不透明

■PPPの入札・交渉

手続が予測不能で長
期にわたる場合があ
る

■個別事業ごとの判
断となっており、財
政支援の内容・定義
に関する施行令未整

■用地取得に関し用
地収用費を民間に負
担させるケースも

■現状では、道路ｺﾝ
ｾｯｼｮﾝを外国の民間企
業に与え民間資本を活
用する形態はみられな

問題点
用が不透明

■規則・制度の
変更が多く、明
瞭性、首尾一貫
性に欠ける場合

る に関する施行令未整
備

用する形態はみられな
い

Japan Expressway International Co., Ltd. 12

がある

出典：NEXCO中日本ベトナム事務所ヒアリング等よりJEXWAY作成



２．新興国における道路PPP市場の現状

1.政府のPPP
推進姿勢

2.PPP関連法
3.PPP推進機関
手続の制度化

4.政府財政支援
スキーム

5.土地収用
規定

6.外国企業
PPP事業参入実績

フィリピンの交通PPP政策

■BOT法改正、推進

のための関連機関設
置等PPPを積極的に

【整備途上】
■PPP法
■BOT法(1990)
■修正BOT法

【整備途上】

■公共事業道路省
(DPWH)にPPP部門
が設立(2010)され、

【整備途上】
■修正BOT法に基づく
政府支援制度

【整備途上】
■政府負担を規定 ■Metro Manila Skyway, 

North Luzon Expressway, 
South Luzon Expressway

現状
推進

■公共事業道路省は
JICAﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ調査を
基に道路PPP優先ﾌﾟﾛ

(1994)実施細則追
加
■PPPｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
※BOT法再改正手
続中

道路政策及びPPP

案件の計画策定等
を実施

■PPPセンター設

■政府コスト負担、
財政支援、直接財政
支援、信用強化、投
資インセンティブ等

等、国営企業及び海外
企業とのJV)が主体と

なり整備改修を進める
事業形態（ﾌﾗﾝﾁｬｲ
ｽﾞ）で数件の参入実績基に道路PPP優先ﾌ ﾛ

ｼﾞｪｸﾄを選定
続中 ■PPPセンタ 設

立(BOTｾﾝﾀ‐から
組織改編）

ｽ ）で数件の参入実績
あり

△
ADB PPP投資環境

△
ADB PPP投資環境

△
ADBPPP投資環境

評価 ○
ADB PPP投資環境
(Legal regulatory 

framework)
ﾗﾝｷﾝｸﾞ 7/16位

ADB PPP投資環境
(Institutional 
framework)

ﾗﾝｷﾝｸﾞ8/16位

○ △
ADBPPP投資環境

(Investment Climate)
ﾗﾝｷﾝｸﾞ13/16位

■関係機関のPPP ■道路分野ではコス ■用地取得実施者で

問題点

■関係機関のPPP

事業実施の処理能
力が不十分

■道路分野ではコス
ト負担と直接財政支
援のみ実績あり

■用地取得実施者で
ある政府の事業推進
能力は未知数
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出典：東南アジア及びインドにおける官民パートナーシップ (PPP) Jones Day  2013等よりJEXWAY作成

２．新興国における道路PPP市場の現状

カンボジアの交通PPP政策
1.政府のPPP

推進姿勢
2.PPP関連法

3.PPP推進機関
手続の制度化

4.政府財政支援
スキーム

5.土地収用
規定

6.外国企業
PPP事業参入実績

■整備が遅れている
国内ｲﾝﾌﾗ拡充と運
営管理に民間活力を
最大限活用すること

【整備途上】
■投資法(1994)
■BOT法(1998成
立)

【整備途上】 【整備途上】 【整備途上】
■収用法

収用の原則、手続
を規定

■空港事業で参入事例あ
り(仏・vinciｸﾞﾙｰﾌﾟ）

現状
最大限活用すること
を国家開発計画方針
の一つとしており、
概ね積極的

立)

■改正投資法
(2003)

■ｺﾝｾｯｼｮﾝ法
(2007)

を規定
■土地法

■公共の福祉に資
する私的財産収用
法

評価 ○
△

(ADB PPP投資環境
評価対象外)

×
(ADB PPP投資環境

評価対象外)
× △

△
(ADB PPP投資環境

評価対象外)

問題点

■関連法の適
用・運用が不透
明

■BOT事業の実施及

び運営に関する細則
は現行法及び政令に
は明記なし

■実際にはﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

■財政支援策につき
MPWT(公共事業運輸
省）,MEF(経済財務
省)等関係機関との
協議調整が必要

■住民移転政策が
国内法制度化され
ておらず、実際の
政府の施行能力は
未知数■実際にはﾌ ﾛｼ ｪｸﾄ

毎に新たな政令や制
度が制定されるなど、
不透明要素あり

協議調整が必要 未知数
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出典：東南アジア及びインドにおける官民パートナーシップ (PPP) Jones Day  2013等よりJEXWAY作成



２．新興国における道路PPP市場の現状

１.政府のPPP推進姿勢

新興国における道路ＰＰＰ事業参入にあたっての課題（まとめ）

■各国ともに膨大なインフラ整備需要を見込み、PPP活用・推進のため環境整備中

２.PPP関連法の整備状況/PPP推進機関・手続の制度化
■未成熟なPPP関連法制度■未成熟なPPP関連法制度

インドは比較的進んでいるものの、各国ともPPP関連法・手続規定は整備途上
PPP推進経験が浅く、関連法整備・制度整備が不完全であるか適用が不安定

■不慣れな政府担当機関
PPPに対する理解不足（採算基準、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ、ﾘｽｸｼｪｱ等）
担当機関の経験が浅く人材に乏しい

３政府財政支援スキーム３.政府財政支援スキーム
■各国共に整備途上であるか、整備されていても適用が限定的又は政府の財政的理由

により予算が確保されておらず、実際の適用事例がないケースあり（ベトナム等）

事４.外国企業の道路PPP事業への参入
■インド、フィリピン等で外国企業の高速道路PPP事業の参入事例があるが、限定的。

参入している各事業者とも現地での事業運営には苦心

Japan Expressway International Co., Ltd. 15

（参考）ADBによるPPP事業環境整備度指数（ｱｼﾞｱ新興国を中心に評価対象16ヶ国のﾗﾝｷﾝｸﾞ）

Rank County/State Overall Score
1.Legal and 
regulatory 
framework

2.Institutional 
framework

3.Operational 
maturity

4.Investment
Climate

5.Financial 
Facilities

6.Sub‐
national

adjustmentframework adjustment

1 Australia 92.3 100.0 100.0 66.5 87.4 94.4 100.0
2 UK 89.7 96.9 100.0 76.7 82.3 94.4 75.0
3 Korea 71.3 78.1 75.0 68.8 54.2 88.9 50.0
4 G j S 67 6 65 6 66 7 61 1 80 0 77 8 50 04 Gujarat State 67.6 65.6 66.7 61.1 80.0 77.8 50.0

5 India 64.8 59.4 66.7 70.0 52.3 72.2 75.0

6 Japan 63.7 50.0 66.7 61.4 57.5 83.3 75.0

7 China 49 8 31 3 41 7 78 1 51 6 66 7 75 07 China 49.8 31.3 41.7 78.1 51.6 66.7 75.0

8 Philippines 47.1 43.8 41.7 44.8 46.3 61.1 50.0

9 Indonesia 46.1 40.6 41.7 47.9 50.3 52.8 50.0

10 Thailand 45.3 28.1 50.0 50.9 48.6 55.6 50.0Thailand

11 Bangladesh 39.2 40.6 33.3 41.0 47.3 44.4 25.0

12 Pakistan 38.8 34.4 33.3 41.8 43.0 38.9 50.0

13 Kazakhstan 34.3 25.0 41.7 15.7 43.3 55.6 25.0

14 Vietnam 26.3 18.8 16.7 25.5 46.4 33.3 25.0

15 Mongolia 23.3 25.0 25.0 3.1 46.9 13.9 25.0

16 Papua New Guinea 20.8 15.6 25.0 6.3 17.7 38.9 25.0
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出典：Economist Intelligence Unit （2011）, “Evaluating the environment for public‐private partnerships in Asia‐Pacific The 2011 
Infrascope” Infrascope index (commissioned by ADB)では、法制度の枠組み、組織的な枠組み、運用上の成熟度、投資環境、金融
機関、地方調整項の6項目につき、アジア新興国を中心に、各国のPPP 市場について事業環境整備度に関する指数評価を算出し
ている。



（参考）各国のカントリーレーティング

Ｓ＆Ｐ Moody’s Fitch Ratings
AAA

AAA
AAA+

Aaa ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ AAA ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱAAA ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

AAA‐
AA+ Aa1 AA+

AA AA‐ Aa2 AA

AA‐ 日本、台湾、中国 Aa3 日本、台湾、中国、韓国 AA‐

A
A+ 韓国 A1 A+ 日本、中国、台湾

A A2 AA A A2 A

A‐ ﾏﾚｰｼｱ A3 ﾏﾚｰｼｱ A‐ ﾏﾚｰｼｱ

BBB
BBB+ ﾀｲ Baa1 ﾀｲ、ﾛｼｱ BBB+

BBB ﾛｼｱ Baa2 BBB ﾀｲ、ﾛｼｱBBB ﾛｼｱ Baa2 BBB ﾀｲ、ﾛｼｱ

BBB‐ ｲﾝﾄﾞ Baa3 ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ BBB‐ ｲﾝﾄﾞ

BB
BB+ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ Ba1 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ BB+ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

BB Ba2 BB

BB‐ ﾍﾞﾄﾅﾑ Ba3 BB‐

B

C

B+ B1 B+ ﾍﾞﾄﾅﾑ

B ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ B2 ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ B

B ﾊﾟｷｽﾀﾝ Caa1 ﾊﾟｷｽﾀﾝ B
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C B‐ ﾊ ｷｽﾀﾝ Caa1 ﾊ ｷｽﾀﾝ B‐

17出典：S&P，Moody’s，Faitch Rating 2013年3月現在

(参考)World Bank  Business Report 2014(参考) p
アジア各国における事業化・事業推進の容易さ（世界189ヶ国のﾗﾝｷﾝｸﾞ）

国名
総合
順位

①起業
手続

②建築許可
取得

③不動産
登記

④融資
⑤投資家

保護
⑥納税手続 ⑦貿易手続

⑧契約
実効性

⑨事業
終結手続順位

シンガポール 1 3 3 28 3 2 5 1 12 4
マレーシア 6 16 43 35 1 4 36 5 30 42

韓国 7 34 18 75 13 52 25 3 2 15韓国 7 34 18 75 13 52 25 3 2 15
台湾 16 17 7 31 73 34 58 18 84 16
タイ 18 91 14 29 73 12 70 24 22 58
日本 27 120 91 66 28 16 140 23 36 1
中国 96 158 185 48 73 98 120 74 19 78

ベトナム 99 109 29 51 42 157 149 65 46 149
フィリピン 108 170 99 121 86 128 131 42 114 100
インドネシア 120 175 88 101 86 52 137 54 147 144

インド 134 179 182 92 28 34 158 132 186 121インド 134 179 182 92 28 34 158 132 186 121
カンボジア 137 184 161 118 42 80 65 114 162 163
ラオス 159 85 96 76 159 187 119 161 104 189

Japan Expressway International Co., Ltd. 18

出典：World Bank Doing Business Report 2014



（参考）Corruption Perceptions Index 2013（世界175ヶ国のﾗﾝｷﾝｸﾞ）

■アジア新興国は軒並み低順位にランキング

日本18位日本18位

ｲﾝﾄﾞ94位
ﾍﾞﾄﾅﾑ116位

イギリス 14位

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ94位

ｲﾝﾄ 94位

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ160位

米国19位

ｶﾝﾎ ｼ ｱ160位

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ114位

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ9位

Japan Expressway International Co., Ltd. 19

出典：Corruption Transparency International ( International Secretariat)

３．先進国における道路PPP市場の現状

米国におけるPPP事業投資動向(1)

■インフラPPP事業への投資額は、事業件数、事業金額ともに2000年代前半から増加傾向
■投資額内訳では道路セクターへの投資が56% 州政府レベルでもPPP制度が整う運輸セクターへの投

ﾘ ﾏﾝｼ ｸ

米国におけるPPP事業投資額の推移 米国のPPP事業ｾｸﾀｰ別投資額

■投資額内訳では道路セクターへの投資が56%。州政府レベルでもPPP制度が整う運輸セクターへの投
資が多い

ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ
(2008.09)

ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ
(2008.09)

Japan Expressway International Co., Ltd.
20出典：我が国建設企業の海外PPP事業への参画のための戦略検討業務報告書 平成25年3月 国土交通省



３．先進国における道路PPP市場の現状

米国におけるPPP事業投資動向(2)

■外国企業がスポンサーとなっている事業への投資額が全投資額に占める割合は増加傾向
■外国企業が参加するコンソーシアムについても、約半数については米国企業も参加。米国

企業との共同参画も多い

米国におけるインフラPPP事業への総投資額と外国企業がスポンサーである事業の投資額割合の推移（2003～2012）

Japan Expressway International Co., Ltd.
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出典：我が国建設企業の海外PPP事業への参画のための戦略検討業務報告書 平成25年3月 国土交通省

米国 の プ ジ クト投資額ランキング（企業別）
３．先進国における道路PPP市場の現状

米国へのPPPプロジェクト投資額ランキング（企業別）

■近年のPPP案件の落札は欧州・豪州企業が積極参入
■海外からの参画企業は 建設会社のほか インフラ投資ファンド 年金基金等による出資が多

会社名 本社所在国 総投資額（USD billion）

■海外からの参画企業は、建設会社のほか、インフラ投資ファンド、年金基金等による出資が多
いことも特徴的

1 Ferrovial‐Cintra スペイン 72.0

2 ACS(Hochitef +Iridium) スペイン 70.2

3 Vinci‐Cofiroute フランス 66 43 Vinci‐Cofiroute フランス 66.4

4 Macquarie オーストラリア 46.0

5 Egis Project フランス 37.2

6 Bouygues フランス 25.8

7 Sacyr スペイン 21.5

8 GlobalVia FCC Bankia スペイン 19 48 GlobalVia‐FCC‐Bankia スペイン 19.4

9 OHL スペイン 17.9

10 John Laing イギリス 14.2

Japan Expressway International Co., Ltd. 22

出典：Public Works Financing 2013  “Transportation Developer Ranked by Invested Capita”



米国における道路 事業の特徴

３．先進国における道路PPP市場の現状

米国における道路PPP事業の特徴

■33州/50州にてPPP法成立するなど関連法制度が完備。契約期間は超長期、巨額な契約金額
■PPPインフラに対する資金需要は着実に高まっており 州政府の保証があり ロ リスクであ■PPPインフラに対する資金需要は着実に高まっており、州政府の保証があり、ローリスクであ

るアベイラビリティペイメント方式は、リターンは少ないが手堅いので保険や年金運用を手が
ける機関投資家には人気が高い

米国における外資系企業出資大型道路PPP案件例米国における外資系企業出資大型道路PPP案件例

州 プロジェクト名 コンセッショネア
案件金額
/期間

TX Dallas‐Fort Worth
I 635 M d L

Meridiam 等 26.2億ﾄﾞﾙ/52年
I‐635 Managed Lanes

億 / 年

IL Chicago Skyway
Cintra(ｽﾍﾟｲﾝ）

Macquarie
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

18.3億ﾄﾞﾙ/99年

TX North Tarrant Express phase2  Cintra/Meridian 等 16.0億ﾄﾞﾙ/43年

TX SH 130, segments 5 and 6, 
Austin‐San Antonio 

Cintra/Trust of Australia 13.3億ﾄﾞﾙ/50年
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出典：Public Works Financing 2013  “Transportation Developer Ranked by Invested Capita”

３．先進国における道路PPP市場の現状

道路PPP案件の格付

■S&Pでは道路PPP案件ごとの格付を公表
■道路PPP事業が機関投資家の投資対象として広く認知されている■道路PPP事業が機関投資家の投資対象として広く認知されている

Japan Expressway International Co., Ltd. 24

出典：Ｓ&ＰRatGlobal Toll Facilities Oct 2012より 抜粋



３．先進国における道路PPP市場の現状

欧米企業に見る道路PPP市場参入戦略（まとめ）（１）

■欧米企業は、PPP関連法制度の確立度を重視し、進出国・対象事業を選定

１．対象国の選定
■経済的・政治的に安定し法制度や司法制度が整備され、機能していること■経済的 政治的に安定し法制度や司法制度が整備され、機能していること

(新興国であっても、比較的法制度が整っている南米諸国（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾁﾘ等）には参入）
■新興国では、小規模かつ事業成熟度が高く良好なブラウンフィールド事業に限る

２．投資対象事業の選定
■自社のもつ競争優位性（建設施工管理・設計コンサルティング・ＩＴＳ等の中核技術・

ノウハウ）を最大限に発揮でき、さらに、パートナー企業と組むことで事業全体として
相乗効 が期待 き 事業 あ との相乗効果が期待できる事業であること

※SPCへの出資をマイナーにとどめ、事業組成の初期段階から事業に参画し、設計コン
サルティングやO&Mが受注できる事業にのみ参入する企業もあり（仏 EGIS社）サルティングやO&Mが受注できる事業にのみ参入する企業もあり（仏・EGIS社）

Japan Expressway International Co., Ltd. 25出典：米国 州政府機関、コンセッション事業者、邦銀支店等からのヒアリングによる

３．先進国における道路PPP市場の現状

欧米企業に見る道路PPP市場参入戦略（まとめ）（２）

■リスク管理と政府機関・現地企業とのパートナーシップ構築に努力

３．リスク管理
■経済的変動リスクへの対応として利子率スワップや為替スワップ等の金融商品を活用

４．現地企業との強固なパートナーシップ
■実績と技術を有するローカル企業との強固なパートナーシップにより、明確な役割分担

５．相手政府機関との強固なパートナーシップ
■相手政府機関との強固なパートナーシップにより、案件形成段階から政府機関に対し

積極的に提案を行う等 協働で案件形成することに努力積極的に提案を行う等、協働で案件形成することに努力

Japan Expressway International Co., Ltd. 26出典：米国 州政府機関、コンセッション事業者、邦銀支店等からのヒアリングによる



4.  JEXWAYの今後の海外道路PPP事業への参画に向けて

先進国 ﾌﾞﾗｳﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ案件への参入
■技術的貢献 事業参加による実績の確保 経験値向上の観点から PPP法■技術的貢献・事業参加による実績の確保・経験値向上の観点から、PPP法

整備・制度設計並びにPPP市場環境が整っている先進国のﾌﾞﾗｳﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ案件
についても参入を検討します

新興国 ﾌﾞﾗｳﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ案件への参入
■事業成熟度の高い小規模のﾌﾞﾗｳﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ案件についても参入を検討します
※※高速道路運営・管理技術のみならず、ITS・環境対策技術等、日本の高速道路会社

の誇る最先端技術を活かせる案件については、既存ｺﾝｾｯｼｮﾝ会社等（ﾊﾟー ﾄﾅｰ企
業）との連携による積極的な事業参画を図り、将来の高速道路事業展開に向けて
の関係構築等 事業基盤の整備を進めてまいりますの関係構築等、事業基盤の整備を進めてまいります

新興国ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ案件への参入
■各国の交通PPP政策・関連法の整備状況及びPPP市場動向を注視しつつ、

ﾌﾞﾗｳﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ案件で培ったﾉｳﾊｳを活用し、新興国でのｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ案件の参
入を目指します
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入を目指します

ご清聴ありがとうございました
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